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足 立 区 議 会( 定例会) 開会

本
年
初
の
定
例
区
議
会
は
去
る
二
月
二
十
五
日
開
会
、
審
議
さ
れ
た

議
案
は
次
の
通
り
で
何
れ
も
原
案
通
り
可
決
さ
れ
た
。

一
、
東
京
都
足
立
区
立
中
学
校
分
校
廃
止
の
件

区
立
第
十
四
中
学
校
は
予
て
新
築
中
の
所
昨
年
末
完
成
し
た
の
で

従
来
小
学
校
内
に
併
設
し
た
伊
興
、
舎
人
両
分
校
を
そ
れ
ぞ
れ
廃

止
し
た
。

一
、
東
京
都
足
立
区
立
中
学
校
位
置
変
更
の
件

区
立
第
十
四
中
学
校
は
淵
江
小
学
校
内
に
区
立
第
八
中
学
校
は
江

北
農
工
学
校
に
そ
れ
ぞ
れ
併
設
さ
れ
て
い
た
が
新
校
舎
完
成
に
よ

り
区
立
第
十
四
中
学
校
は
伊
興
町
大
境
一
、
五
九
一
に
区
立
第
八

中
学
校
は
上
沼
田
町
一
、
七
八
二
に
そ
れ
ぞ

れ
位
置
変
更
し
た
。

一
、
東
京
都
足
立
区
立
公
衆
浴
場
設
置
条
例
中

改
正
の
件

大
谷
田
町
五八
六
に
大
谷
田
公
衆
浴
場
が
設

立
さ
れ
た
の
で
従
来
の
条
例
中
小
台
公
衆
浴

場
の
次
に
挿
入
さ
れ
た
。

一
、
東
京
都
足
立
区
手
数
料
条
例
中
改
正
の
件

従
来
の
各
種
証
明
手
数
料
が
十
円
か
ら
二
十

円
に
値
上
さ
れ
た
。

一
、
寄
付
受
領
に
関
す
る
件

東
京
都
足
立
区
役
所
庁
舎
並
び
に
支
所
建
設
協
賛
会
(
会
長
佐
久

間
榮
吉
氏
)
外
五
名
よ
り
建
物
、
自
転
車
備
品
等
の
寄
付
を
受
領

し
た
。

一
、
昭
和
二
十
三
年
度
東
京
都
足
立
区
歳
入
歳
出
追
加
予
算
昭
和
二

十
三
年
度
追
加
予
算
と
し
て
総
額
一
九
、
二
三
三
、
八
八
二
円
を

承
認
し
た
。

な
お
区
議
会
に
先
立
ち
午
前
十
時
よ
り
議
事
堂
に
議
員
協
議
を
開
会

定
例
区
議
会
に
上
程
さ
れ
る
追
加
予
算
そ
の
他
の
議
案
に
つ
い
て
予

め
慎
重
審
議
を
行
い
引
き
続
い
て
区
民
の
日
常
生
活
に
深
い
関
係
を

持
つ
都
電
の
延
長
や
元
宿
排
水
場
の
工
事
促
進
に
つ
い
て
夫
々
都
及

び
都
議
会
え
請
願
陳
情
を
行
う
こ
と
に
満
場
一
致
决
定
し
た
。

経
済
安
定
九
原
則
で
日
本
経
済
の

再
建
を
!
!

貯
蓄
組
合
を
結
成
し
ま
し
よ
う

昨
年
十
二
月
総
司
令
部
か
ら
日

本
経
済
安
定
の
九
原
則
の
発
表
が

あ
り
、
日
本
経
済
の
自
立
復
興
を

日
本
自
ら
の
責
任
で
行
う
べ
き
旨

を
指
向
し
同
時
に
そ
れ
に
対
す
る

ア
メ
リ
カ
の
援
助
は
今
後
の
日
本

自
ら
の
努
力
に
よ
つ
て
考
慮
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
私
た
ち
は
ど
う
い
う
心

構
え
で
こ
れ
に
対
処
し
た
ら
い
ゝ

で
し
よ
う
か
。

祖
国
の
再
建
は
誰
し
も
心
か
ら

こ
い
ね
が
う
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す

が
そ
の
た
め
に
は
国
民
の
す
べ
て

が
欠
乏
に
耐
え
て
、
こ
の
九
原
則

の
線
に
沿
つ
て
長
い
努
力
を
傾
け

て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。

こ
の
九
原
則
に
指
摘
さ
れ
た
事

項
は
す
べ
て
私
た
ち
の
生
活
に
重

大
の
影
響
を
も
つ
も
の
で
あ
り
ま

す
が
、
中
で
も
私
た
ち
が
日
常
生

活
に
織
り
込
ん
で
実
行
し
て
行
か

ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
そ
の
第
二
項

に
謂
わ
れ
て
い
る
。

徴
税
組
織
の
改
善
と
脱
税
行
為

に
対
す
る
強
力
な
措
置

で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
政
府
の
措
置
を
指
摘
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
国
民

の
立
場
か
ら
こ

れ
を
見
れ
ば

、
納

税
に
積
極
的
な
協
力
態
勢
を
整
え

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思

い
ま

す
。そ

れ
に
は
私
た
ち
は
先
づ
貯
蓄

組
合
を
結
成
し
て
納
税
に
備
え
る

べ
き
で
は

な
い
で
し

よ
う
か

、

納
税
に
備
え
て
地
区
毎
に
貯
蓄

組
合
を
!
、
と
提
唱
致
し
ま
す

足
立
区

役
所
で
は
只

今
各
出
張

所
を
通
じ
強
力
に
こ
の
運

動
を
展

開
し

て
い
ま
す
、

組
合
結
成
に
よ
る
貯
蓄
の
実
践

は
区
民
の
皆
様
の
生
活
に
計
画
性

と
将
来
性
を
附
与
す
る
こ

と
で
あ

り

、
進
ん
で
イ
ン
フ
レ
を
終
息
せ

し
め
る
道
で
あ
り

、
九
原
則
の
完

全
実
行

と
相
俟
つ
て
日
本
再
建
に

繋
が
る
も
の
で

あ
り
ま
す

。

商
業
地
帯
に
は
古
く
か
ら
、
何

々
講
と
い
つ
た
も
の
で
商
店
街
連

合
し
日
掛
け
貯
金
を
実
行
し

て
不

時
の
入
用
に
備
え
る
風
が
あ
り

、

ま
た
最
近
住
宅
地
帯
で
も
有
志
が

寄
り
集

つ
て
日
掛
貯
金
を
実
行
し

て
い
る
と
こ
ろ

も処々
に
見
受
け

ら
れ

る
よ
う
で
す

。

こ
う
し
た
場
合

、
区

役
所
迄
所

定
の
様
式
に
よ
り
届

出
れ
ば
国
民

貯
蓄
組
合
法
に
よ
る
貯
蓄
組
合

と

し
て
一
定
額
迄
そ
の
利
子
に
つ
き

課
税
免
除
の
特
典
も
あ
り
ま
す
か

ら
、
進
ん
で
手
続
き
さ
れ
る
よ
う

お
す
ゝ
め
し
ま
す
。

預
金
先
は
銀
行
、
地
域
信
用
組

合
、
郵
便
局
等
何
処
で
も
差
し
支

え
あ
り
ま
せ
ん
。

区
と
し
ま
し
て
も
こ
れ
に
よ
つ

て
い
ろ
い
ろ
施
策
を
樹
て
る
こ
と

が
出
来
ま
す
。

徴
税
強
化
が
叫
ば
れ
て
い
る
昨

今
こ
の
運
動
に
共
鳴
し
て
、
商
業

地
帯
に
も
農
業
地
帯
に
も
続
々
貯

蓄
組
合
の
結
成
を
み
て
い
ま
す
。

先
づ
貯
蓄
組
合
を
結
成
し
ま
し

よ
う
、
こ
ゝ
に
重
ね
て
提
唱
致
し

ま
す
。

待
望
の
都
営
住
宅

今
月
中
旬
申
込
受
付

北
三
谷
分
二
九
棟
五
一
戸

さ
き
に
本
紙
第
五
号
で
予
告
し
た

都
営
住
宅
北
三
谷
町
分
二
七
棟
五

一
戸
は
近
々
工
事
完
成
の
見
込
で

申
込
は
三
月
中
旬
の
予
定
で
目
下

都
と
打
合
中
で
あ
る
が
時
日
そ
の

他
確
定
次
第
本
紙
上
又
は
区
役
所

各
出
張
所
を
通
じ
掲
示
す
る
こ
と

に
な
つ
て
い
る
申
込
要
領
は
前
回

と
同
様
で
あ
る
。

な
お
こ
の
外
上
沼
田
町
分
一
二
棟

二
四
戸
、
新
田
下
町
分
六
三
棟
一

一
四
戸
は
目
下
工
事
も
九
〇
%
進

渉
し
て
申
込
受
付
も
目
捷
に
迫
つ

い
る
。
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該
当
者
は
速
か
に
申
出
下
さ
い

特
別
未
帰
還
者
給
与
法
制
定
さ
る

昭
和
二
十
三
年
十
二
月
二
十
九
日

法
律
第
二
七
七
号
に
依
り
災
害
給

与
が
制
定
せ
ら
れ
広
く
元
軍
人
軍

属
に
対
し
て
適
用
す
る
こ
と
と
な

り
又
「
特
別
未
帰
還
者
給
与
法
」

の
制
定
に
伴
い
一
般
邦
人
中
ソ
ヴ

エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
の
地

域
内
で
末
復
員
者
と
同
様
の
生
活

を
し
て
帰
還
さ
れ
た
人
に
も
災
害

給
与
を
支
給
す
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

以
下
其
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
い

た
し
ま
す
。

一
、
災
害
給
与
の
種
類

イ
、
療
養
費

ロ
、
遺
骨
の
埋
葬
に
要
す
る
経

費

ハ
、
障
害
一
時
金

二
、
未
復
員
者
が
自
己
の
責
に
帰

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由

に
因
り
傷
病
に
罹
り
療
養
を

要
す
る
時
は
復
員
後
二
年
間
(

既
に
復
員
さ
れ
た
方
に
対

し
て
は
本
法
施
行
後
二
年
間
)

本
人
に
対
し
て
必
要
な
療

養
費
を
支
給
い
た
し
ま
す
。

三

、
療
養
費
の
支
給
を
受
け
て
い

る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は

遺
骨
の
埋
葬
に
要
す
る
経
費

と
し
て
死
亡
者
一
人
当
り
一

五
〇
〇
円
を
そ
の
遺
族
に
支

給
し
ま
す
。

四
、
未
復
員
者
が
自
己
の
責
に
帰

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由

に
因
り
傷
病
に
罹
り
復
員
の

際
治
癒
し
て
い
る
時
、
復
員

後
三
年
以
内
に
治
癒
し
た
時

又
は
治
癒
し
な
い
が
其
の
期

間
を
経
過
し
た
と
き
に
尚
別

に
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状

態
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
は
本
人
に
対
し
て
障
害

一
時
金
を
支
給
い
た
し
ま
す

又
恩
給
法
に
依
る
第
三
第
四

目
症
程
度
の
者
(
元
将
校
の

場
合
に
第
一
目
症
以
下
の
者
)

恩
給
を
請
求
し
て
却
下
さ

れ
た
者
、
転
免
役
賜
金
該
当

者
等
に
対
し
て
も
障
害
一
時

金
を
支
給
さ
れ
ま
す
。

五
、
他
の
法
令
の
規
定
に
依
り
災

害
給
与
に
相
当
す
る
給
付
の

支
給
を
受
け
る
者
に
は
本
法

を
適
用
い
た
し
ま
せ
ん
。

六
、
災
害
給
与
の
支
給
を
受
け
よ

う
と
す
る
時
は
本
人
よ
り
直

接
現
住
所
の
世
話
課
に
申
請
(

国
立
病
院
で
療
養
を
受
け

る
者
に
つ
い
て
は
病
院
長
が

一
括
し
て
手
続
き
し
ま
す
)

す
る
事
に
な
つ
て
い
ま
す
が

細
部
に
つ
き
ま
し
て
は
東
京

都
民
生
局
世
話
課
業
務
班
(

電
話
渋
谷
〓
一
九
五
九
)
に

御
連
絡
下
さ
い

災
害
給
与
に
つ
き
ま
し
て
は
以
上

の
通
り
で
す
が
該
当
者
は
成
る
べ

く
速
か
に
直
接
世
話
課
又
は
最
寄

り
の
市
区
町
村
役
場
を
経
由
し
て

御
申
出
下
さ
い
。

失

業

救
済
の

共
同
作
業
場
設
置

区
と
社
会
事
業
協
会
提
携

区
で
は
労
働
省
都
労
働
局
の
慫
慂

も
あ
り
、
近
い
将
来
必
ず
到
来
す

る
深
刻
な
失
業
地
獄
時
代
に
備
え

る
た
め
に
失
業
者
や
就
職
困
難
な

者
を
就
労
さ
せ
て
、
生
計
に
必
要

な
賃
金
を
取
得
さ
せ
る
共
同
作
業

場
建
設
計
画
を
昨
年
来
推
し
進
め

て
き
た
が
、
区
の
財
政
が
窮
迫
し

て
い
る
今
日
で
は
資
金
の
面
で
困

難
な
事
情
に
あ
る
の
で
、
今
回
足

立
区
社
会
事
業
協
会
と
相
提
携
し

て
こ
の
事
業
を
遂
行
す
る
こ
と
に

左
の
通
り
両
者
間
で
諒
解
が
成
立

し
た
。

建
物
は
協
会
が
貨
与
の
形
式
で
提

供
し

、
国
庫
補
助
金
等
の
関
係
か

ら
経
営
は
区
が
こ
れ
に
当
り
、
開

設
時
期
を

六月
前
後
と
す
る
。

作
業
種
目
は
輸
出
向
を
主
と
す
る

竹
材
工
芸
品
の
製
作
と
し
、
技
術

習
得
よ
り
も
賃
金
取
得
を
目
的
と

す
る
た
め
分
業
作
業
を
採
つ
て
技

衙
習
得
期
間
を
半
月
位
に
圧
縮
し

、
入
場
し
た
月
か
ら
賃
金
が
得
ら

れ
る
よ
う
に
す
る
、
当
初
は
就
労

人
員
は
男
女
を
問
は
ず
三
十
人
程

度
と
し
て
発
足
し
、
基
礎
を
固
め

て
順
次
規
模
を
拡
げ
る
。

経
費
概
算
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

( イ)

建
物
建
築
費
(五
〇
坪
)

五
八
〇
、
〇
〇
〇
円

( ロ)

機
械
器
具
費二

〇
〇
、〇
〇
〇
円

( ハ)

運
転
資
金
　三
四
〇
、
〇
〇
〇
円

( ニ)
事
務
費
　
　三
三
四
、
〇
〇
〇
円

計
　
　一
、
四
五
四
、
〇
〇
〇
円

な
お
足
立
区
社
会
事
業
協
会
は
民

生
委
員
を
中
核
と
し
た
社
会
事
業

団
体
で
あ
り
、
そ
の
施
設
で
あ
つ

た
授
産
場
が
昭
和
二
十
年
春
の
戦

災
で
焼
失
し
て
以
来
、
活
動
を
休

止
し
て
い
た
が
、
昨
年
来
同
協
会

再
建
の
議
が
持
ち
上
り
、
役
員
の

改
選

、
会
則
の
改
正
を
行
い
、
戦

後
の
区
内
社
会
事
業
に
寄
与
す
る

べ
く
態
勢
を
整
備
し
、
二
月
中
旬

か
ら
右
共
同
作
業
場
の
建
築
資
金

の
募
集
運
動
に
か
ゝ
つ
た
。

綾
瀬
川
以
西
の

水
利
組
合
会
議
員

選
挙
終
る

綾
瀬
川
以
西
用
悪
水
路
普
通
水
利

組
合
会
議
員
選
挙
は
四
ケ
年
の
任

期
満
了
に
よ
り
二
月
二
十
日
午
前

九
時
か
ら
各
選
挙
区
に
お
い
て
選

挙
が
行
れ
た
が
従
来
の
互
選
方
法

は
改
め
ら
れ
て
立
候
補
制
度
が
採

用
さ
れ
た
。

選
挙
期
日
前
立
候
補
者
の
辞
退
等

が
あ
り
全
九
選
挙
区
の
う
ち
、
第

三
、
第
四
、
第
六
の
選
挙
区
以
外

は
無
投
票
を
以
つ
て
当
選
人
を
決

定
し
た
。
投
票
を
行
つ
た
第
三
区

に
お
い
て
は
最
初
低
調
を
予
想
さ

れ
て
い
た
水
利
組
合
の
選
挙
に
は

稀
に
見
る
熾
烈
な
選
挙
運
動
が
展

開
さ
れ
た
模
様
で
右
選
挙
の
結
果

各
選
挙
区
の
当
選
者
及
得
票
は
次

の
通
で
あ
る
。
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愛
の
運
動

二
十
三
年
度

共
同
募
金
成
績

二
十
二
年
度
の
共
同
募
金
運
動
は

区
の
地
域
で
は
区
役
所
が
主
体
と

な
つ
て
民
生
委
員
が
こ
れ
に
協
力

す
る
と
い
う
形
態
を
と
つ
た
が
、

二
十
三
年
度
は
民
生
委
員
が
中
核

体
と
な
つ
て
東
京
都
共
同
募
金
足

立
区
協
力
会
を
組
織
し
、
民
生
館

所
の
管
轄
区
域
毎
に
支
部
を
設
け

て
同
運
動
を
展
開
し
た
。
目
標
額

金
弐
百
四
万
九
千
円
に
対
し
て
募

金
実
績
は
百

五
拾
六
万
七
千
四
百

三
拾
三
円
弐
拾
銭
で
七
割
六
分
に

当
り
二
十
二
年
度
の
実
績
の
五
拾

万
四
千
四
百
三
拾
九
円
九
拾
壱
銭

に
比
し
好
成
績
だ
つ
た
。
地
域
別

内
訳
は
左
の
通
り
、

子
供
の
劇
場

日
曜
小
劇
場
開
設

今
回
当
足
立
区
児
童
生
徒
に
対
し

健
全
な
情
操
教
育
を
施
し
文
化
の

向
上
を
図
る
と
共
に
演
劇
を
通
じ

豊
な
情
操
を
陶
治
し
明
朗
活
達
な

児
童
生
徒
を
育
成
す
る
目
的
の
下

に
千
住
会
館
主
跡
部
欽
也
氏
並
に

各
小
、
中
学
校
及
子
供
会
等
の
文

化
面
に
活
躍
し
て
居
る
人
々
の
尽

力
に
よ
り
日
曜
児
童
小
劇
場
が
開

設
さ
れ
開
場
式
並
に
第
一
回
公
演

会
が
去
る
二
月
二
十
七
日
盛
大
に

開
健
さ
れ
た
。

特
に
戦
後
の
社
会
秩
序
棄
乱
と
道

義
の
頽
廃
が
純
心
な
る
児
童
生
徒

に
及
ぼ
す
影
響
に
思
い
を
致
す
時

こ
の
大
き
な
防
波
堤
と
し
て
の
児

童
小
劇
場
の
活
用
の
前
途
に
多
大

の
期
待
が
寄
せ
ら
れ
る
。

こ
の
児
童
小
劇
場
は
今
後
毎
日
曜

日
午
前
午
後
各
一
回
宛
開
放
さ
れ

児
童
生
徒
の
演
劇
に
対
す
る
研
究

心
と
文
化
向
上
の
た
め
の
楽
し
い

研
究
所
と
な
る
事
と
思
は
れ
る
。

文
化
施
設
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
当

足
立
区
に
斯
く
の
如
く
文
化
活
動

の
源
泉
を
得
た
事
は
免
も
角
一
ツ

の
朗
報
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

保
健
所
便
り

公
衆
衛
生
指
導
実
施

保
健
所
の
衛
生
課
で
は
主
管
係
員

を
動
員
し
二
月
七
日
よ
り
十
八
日

迄
の
間
、
旅
館
、
浴
場
、
興
業
場
(

映
画
、
演
芸
)
の
一
斎
衛
生
指

導
を
実
施
致
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
昨
年
十
二
月
二
十
五
日
に

施
行
細
則
が
公
布
さ
れ
て
か
ら
最

初
の
こ
と
で
も
あ
り
ま
し
た
の
で

各
業
者
と
も
今
後
改
善
す
べ
き
点

は
大
い
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
ま
す
。

現
在
当
区
に
於
て
は
旅
館
二
一
軒

浴
場
四
五
軒
、
興
業
場
六
軒
で
あ

り
ま
す
。

東
京
軍
政
部
並
に
都
衛
生
局
の
厳

重
な
指
示
に
基
い
て
今
後
毎
月
一

回
以
上
は
指
導
を
実
施
し
公
衆
衛

生
の
万
全
を
期
し
た
い
と
思
い
ま

す
。◎

◎

◎

お
断

り

本
紙
前
号
に
区
役
所
の
機
構
を
発

表
し
た
が
、
そ
の
う
ち
土
木
課
梅

田
派
出
所
が
脱
落
し
た
の
で
土
木

課
管
理
係
の
次
に
次
の
通
り
補
充

願
い
ま
す
。

土
木
課
梅
田
派
出
所

(
木
村
治
三
郞
)

買
易
い
店
を

私

達
で

『
主
婦
の
店
』
選
定

価
格
、品
質
、
量
目
、
サ
ー
ビ
ス

、
衛
生
施
設
な
ど
の
点
で
果
し
て

あ
な
た
が
毎
日
買
つ
て
い
る
店
が

優
良
で
あ
る
か
ど
う
か
を
主
婦
の

手
で
選
定
す
る
「
主
婦
の
店
」
の

投
票
が
三
月
十
五
日
、
十
六
日
の

両
日
次
の
要
領
で
行
は
れ
ま
す
か

ら
洩
れ
な
く
御
投
票
下
さ
い
。

一
、
選
定
の
範
囲

今
回
の
選
定
は
八
百
屋
、
魚
屋

、
乾
物
屋
、
酒
屋
、
肉
屋
と
な

つ
て
い
ま
す
。

二
、
選
定
の
方
法

各
出
張
所
単
位
で
投
票
を
行
い

決
定
し
ま
す
。

投
票
用
紙
は
当
日
出
張
所
で
お

渡
し
致
し
ま
す
。

投
票
期
日

三
月
十
五
日

三
月
十
六
日

三
、
選
定
の
条
件

(
1
)
他
店
よ
り
価
格
の
安
い
こ
と

(
2
)
価
格
表
示
が
守
ら
れ
て
い
る

(
3
)
品
質
の
良
い
こ
と

(
4
)
量
目
の
正
し
い
こ
と

(
5
)
サ
ー
ピ
ス
の
良
い
こ
と

(
6
)
清
潔
な
こ
と

◎
お

米

◎
小
麦
粉

配

給

三
月
分
小
麦
粉
六
日
分
が
三
月
一

日
か
ら
十
五
日
迄
に
お
米
七
日
分

が
同
十
七
日
に
配
給
に
な
り
ま
す
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税
金
と
私
達
の
生
活
( 八)

都

税

の

話
　

其
の
七

八
、
入
場
税

課
税
対
象

入
場
税
は
次
に
掲
げ
る
場
所
え

の
入
場
又
は
そ
の
場
所
の
設
備
の

利
用
に
対
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

1
.
演
劇
、映
画
又
は
観
物
を
催
す

場
所
、
舞
踏
場
、
競
馬
場
、
遊

園
地
等

2
.
麻
雀
場
、球
突
場
、ゴ
ル
フ
場

ス
ケ
ー
ト
場
、
貸
船
場
、
博
覧

会
場
及
び
こ
れ
等
に
類
す
る
場

所注
1
.
右
の
1
、
2
の
区
分
は
大

体
1

、
は
そ
の
場
所
え
の
入

場
に
対
し
て
課
税
さ
れ
2
、

は
そ
の
場
所
の
設
備
の
利
用

に
対
し
て
課
税
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
ま
す
が
厳
密
な
区
分

は
出
来
ま
ん
か
ら
徴
収
権
の

委
任
の
区
分
と
御
承
知
願
い

ま
す
。

注
2
.
こ
れ
等
に
類
す
る
場
所
と

は
、
釣
堀
場
、
卓
球
場
、
射

的
場
、
半
弓
場
、
ロ
ー
ラ
ー

ス
ケ
ー
ト
場
、
囲
碁
将
棋
場

、
屋
内
ゴ
ル
フ
場
、
ぱ
ち
ん

こ
場
、
コ
リ
ン
ト
ゲ
ー
ム
場

等
を
な
す
遊
技
場
を
含
み
ま

す
。

注
5
.遊
園
地
又
は
博
覧
会
場
内

等
に
お
け
る
麻
雀
場
、
球
突

場
、
ゴ
ル
フ
場
及
び
ス
ケ
ー

ト
場
等
の
設
備
を
利
用
す
る

時
は
そ
の
利
用
に
対
し
て
も

課
税
さ
れ
ま
す
。

注
4
.旅
館
、
ク
ラ
ブ
会
館
等
の

一
部
に
球
突
場
、
又
は
麻
雀

等
の
設
備
を
な
し
そ
の
設
備

を
利
用
す
る
人
か
ら
料
金
を

徴
す
る
場
合
は
そ
の
利
用
に

対
し
て
も
課
税
さ
れ
ま
す
。

課
税
標
準

入
場
税
は
入
場
料
金
又
は
利
用

料
金
を
課
税
標
準
と
し
て
賦
課
さ

れ
ま
す
。入
場
料
金
と
は
、入
場
料

、
観
覧
料
、
座
席
料
、
仲
銭
、
下

足
料
、
敷
物
料
、
会
費
、
入
会
金

、
そ
の
他
名
義
の
何
で
あ
る
を
問

は
ず
そ
の
催
物
の
主
催
者
若
し
く

は
場
所
の
経
営
者
が
人
場
者
か
ら

そ
の
入
場
に
つ
い
て
領
収
す
べ
き

金
額
の
合
計
額
を
い
い
、
利
用
料

金
と
は
利
用
料
、
チ
ケ
ツ
ト
、
テ

ー
ブル

料
、
競
技
料
、
遊
技
料
、

貸
船
料
、
船
頭
料
、
会
費
、
入
会

金

、
そ
の
他
名
義
の
何
で
あ
る
を

問
は
ず
、
又
そ
の
場
所
の
設
備
の

何
で
あ
る
を
問
は
ず
そ
の
場
所
の

設
備
の
経
営
者
が
利
用
者
か
ら
そ

の
利
用
に
つ
い
て
領
収
す
べ
き
金

額
の
合
計
を
い
い
ま
す
。

註
1
.
従
業
員
ク
ラ
ブ
其
の
他
会

員
組
織
に
よ
る
も
の
は

イ
、維
持
費
又
は
会
費
全
部

が
入
場
料
金
又
は
利
用
料

金
に
相
当

す
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
そ
の
金
額
に

課
税
す
る
。

ロ
、
維
持
費
、
会
費
中
に
入

場
料
金
又
は
利
用
料
金
と

そ
の
他
の
費
用
と
を
含
む

場
合
は
こ
れ
を
区
分
し
て

入
場
料
金
又
は
利
用
料
金

に
相
当
す
る
額
を
課
税
標

準
と
す
る
。

註
2
.
票
券
の
取
次
販
売
業
者
(

プ
レ
イ
ガ
イ
ド
等
)
が
販
売

す
る
票
券
は
取
次
販
売
業
者

が
販
売
し
た
と
き
に
そ
の
金

額
を
課
税
標
準
と
し
ま
す
。

註
3
.入
場
者
又
は
利
用
者
が
入

場
料
金
又
は
利
用
料
金
を
支

払
は
な
い
で
入
場
又
は
利
用

し
た
と
き
は
、
公
務
又
は
業

務
に
よ
る
も
の
を
除
き
入
場

料
又
は
利
用
料
金
を
支
払
つ

た
も
の
と
み
な
し
て
こ
れ
を

課
税
標
凖
と
し
ま
す
。

4
.外
国
人
に
対
す
る
も
の
は

イ
、
進
駐
軍
将
兵
に
対
し
て
は

入
場
税
を
課
さ
い
。

ロ
、
進
駐
軍
将
兵
以
外
の
一
般

の
外
国
人
に
対
し
て
は
日
本

人
と
同
様
に
課
税
す
る
。

賦
課
率

入
場
料
金
又
は
利
用
料
金
の

百
分
の
百
五
十

但
し
学
生
そ
の
他
運
動
競
技
を
な
す
こ
と
を
業
と
し
な
い

者
が
運
動
競
技
を
催
す
場
合

に
お
い
て
は

入
場
料
金
の
百
分
の
六
十

免
税
.
1史
跡
、
名
勝
、
天
然
記
念
物
に

指
定
さ
れ
た
場
所
及
び
神
社
仏

閣
又
は
宝
物
館
、
博
物
館
、
動

物
園
の
入
場

2
.
大
弓
場
、乗
馬
場
、テ
ニ
ス
コ

ー
ト
、
プ
ー
ル
等
に
お
い
て
専

ら
体
育
の
た
め
に
そ
の
場
所
の

設
備
を
利
用
す
る
も
の

註
、
大
弓
場
は
射
的
距
離
が
十

間
以
上
の
も
の
を
い
う

3
.義
務
教
育
に
か
か
る
生
徒
児
童

等
が
教
育
上
の
目
的
の
た
め
に

な
す
入
場

但
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
教
育

目
的
の
遂
行
に
そ
の
実
費
負

担
の
軽
減
が
目
的
で
あ
り
、

学
校
又
は
団
体
の
資
金
獲
得

等
の
目
的
の
も
の
は
こ
の
規

定
以
外
で
あ
り
ま
す
。

納
税
手
続

入
場
税
は
そ
の
利
用
者
が
個
々
に
直
接
納
税
す
る
の
で
は
な
く
そ

の
催
物
の
主
催
者
又
は
設
備
若
し
く

は
場
所
の
経
営
者
が
特
別
納
税

義
務
者
と
し
て
そ
の
入
場
者
又
は

利
用
者
の
納
付
す
べ
き
入
場
税
を

徴
収
し
て
毎
月
十
五
日
迄
に
前
月

中
の
人
場
料
金
又
は
利
用
料
金
の

総
額
を
記
載
し
た
申
告
書
を
区
長

宛
に
提
出
し
令
書
の
交
付
を
受
け

現
金
を
納
付
い
た
し
ま
す
。

右
の
申
告
の
う
ち
常
設
の
場
所
の

入
場
又
は
そ
の
場
所
の
設
備
の
利

用
に
対
し
て
は
都
知
事
に
申
告
い

た
し
ま
す
。

入
場
税
の
特
別
納
税
義
務
者
は
入

場
料
金
及
び
税
額
を
記
載
し
た
票

券
を
入
場
者
及
び
利
用
者
に
交
付

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
こ
の
票

券
の
様
式
は
都
知
事
の
承
認
を
受

け
一
券
毎
に
検
査
済
証
印
の
押
捺

を
受
け
る
こ
と
に
成
つ
て
居
り
ま

す
。

広
告
料
の
割
引

今
回
広
告
掲
載
長
期
契
約
の
ご
便
宜
の
た
め
広
告
料
を
つ
ぎ
の

よ
う
に
割
引
い
た
し
ま
す

割

引

料

金

一

覧

表

尚
広
告
の
お
申
込
は
総
務
課
文
書
係

区
役
所
二
階
　
電
話
足
三
八
四
七
-
九
)


